
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年１０月 
 

 



 

目    次 

 

はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１ 

 

Ⅰ  使用料の適正化・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

    １  見直しの基本指針 

    ２  使用料算定方法 

３ 施設の性質別分類と負担割合 

４ 激変緩和措置 

５ 実施及び見直しの時期について 

６ 市民の意見調査及び周知について 

７ 見直しの対象について 

８ 減免基準の整理と統一化について 

９ 市外利用者及び営利目的の場合について 

10 無料施設の有料化について 

11  使用料の端数処理について 

12 その他 

     算定例 

施設の性質別分類と負担割合（案） 

 

Ⅱ   市税等の収納率向上・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

１ 各課における現状と課題について 

２ 収納体制の強化 

３ 自主納付の促進 

４ 業務の効率化 

５ 今後の検討課題 

６ 改善プラン実施スケジュール 

   【参考資料】 

 

Ⅲ  未利用公有地の処分・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

１ 市有財産（土地）等の現状 

２ 市有財産（土地）等の課題 

３ 今後の市有財産（土地）利活用の基本的考え方 

４ 市有財産（土地）利活用の事務処理手順 

５ 庁内での役割分担イメージ 

６ 今後のスケジュール 

 

大村市歳入確保対策会議設置要綱・・・・・・・・・・・25 

 



- 1 - 

はじめに 

 大村市は、「準用財政再建団体」への転落を回避するため、平成 15 年 11

月に「第一次財政健全化計画」を策定し、「歳入に見合った歳出構造」への

転換を図り、社会情勢の変化に柔軟に対応できる自治体を目指してきました。 

 また、平成 17 年 12 月には「第四次行政改革大綱」、さらに、平成 18 年 5

月には第二次財政健全化計画を策定しました。これらの計画の中で、歳入確

保対策として、①使用料の適正化、②市税等の収納率向上、③未利用公有地

の処分を掲げています。 

歳入確保については、これらの計画に基づき取り組んでまいりましたが、

更に推進するため、基本方針を定め取り組んでいくこととしました。 

この方針については、第三次財政健全化計画に反映し、自立性・自主性の

高い財政運営の確保に努めてまいります。 
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１ 見直しの基本指針 

 (1)受益者(利用者)負担の原則の徹底 

    使用料は、公共施設等の利用者からその利用の対価として負担してい

ただいているものです。しかし、使用料収入は、多くの施設の維持管理、

運営に要する経費のわずかしか賄っていないのが現状です。（図表１参

考）したがって、必要経費の大部分を市税で賄うこととなり、言い換え

れば、市民全体で大部分を負担しているということになります。  
    公共施設を利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保するた

め、利用者にはその受益に応じた応分の負担をいただくことが必要です。 
 
 (2)使用料算定方法の明確化 

受益者に適正な負担を求めるため、使用料算定の統一したルールを策定

し、利用者に対し積算根拠を明確にします。  
 
 (3)施設の性質別分類と負担割合の整理 

使用料の設定に当たっては、サービスの性質に着目せずに一律に費用負

担を求めると逆に公平性・公正性を損なうこととなります。 

そこで、施設ごとのサービスの市場性（又は公共性）、選択性（又は必

需性）の程度によって、原価に対する利用者負担の割合を決定します。 

 
(4)減免基準の整理と統一化 

 使用料の無料・減免規定は、施設の利用促進などに一定の効果をあげて

います。しかし、これらの規定は施設によってばらつきがあり、統一され

ていないものもあります。そこで、可能な限り統一し、利用者に分かりや

すい規定に整理します。  
  また、減免については、あくまでも特例的な措置であるということを再

認識し、内容を見直すこととします。  
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 使用料の適正化  
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6,101 328

6,490 841

165,401 29,313

4,784 848

27,578 7,247

47,109 12,513

32,573 12,003

0% 20% 40% 60% 80% 100%

旧楠本正隆屋敷

陸上競技場

体育文化センター

野球場

斎場

市民会館

市民プール

運営・管理経費と使用料収入

運営・管理経費 使用料収入

  図表１                     単位：千円 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 使用料算定方法 

(1)使用料の算出方法 

  ※基本算定式 

 
 原価に対して、個々の施設の性質に応じた負担率及び減免率を乗じ

て使用料を算出します。  
 

(2)原価について  
   
 公共施設に係るコストについては、おおむね図表２のとおり分類す

ることができます。  
 一般的に、民間企業ではこれらすべてのコストを回収することを前

提に、使用料が設定されていると考えられますが、地方公共団体には、

市民の福祉を推進することが求められてます。  
 そこで、受益者負担の対象となるコストの範囲は、経常的な施設の

管理運営に対するものとし、施設の取得に対する資本的支出や支払利

息は公費（市税）で賄うものとします。  
 

    図表２ 

 
 

人件費、物件費、維持補修費、補助費等、建設費、改修費、 

減価償却費、公債費 

使用料＝原価×施設の性質別負割合（受益者負担割合）  

原価＝人件費＋物件費＋維持補修費  
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①人件費の算定について 

 職員の人件費については、平成 18 年度の決算統計の平均の人件費を

用いることとします。また、業務量については精査し、行政評価の業

務量と整合性をもたせます。 

 

 

 

②物件費、維持補修費について 

 物件費、維持補修費については、平成 17・18 年度の決算額の平均

を算定して用います。  
 なお、冷暖房の実費徴収については従来どおり利用者負担とし、こ

れらの徴収分については、物件費から差し引いて算定します。  
 

(3)使用料の計算 

Ａ：貸室等の使用料（体育施設や会議室等） 

   

 

 

 

 

 
 
 

①当該施設の１㎡当たりの時間単価 

     貸出施設の場合、原価を施設全体の面積で除し、さらに年間の利

用可能時間で除します。 

 

②利用施設の使用料 

１㎡当たりの時間単価に、利用する面積とその面積に合わせた共

用面積（事務所・倉庫を除く）を算出して乗じ、性質に応じた負

担割合と利用時間を乗じて算出します。  
※算定例はＰ８ 

  

 

 

１㎡当たりの時間単価 

＝（（原価×負担割合）÷施設全体面積）÷年間利用可能時間 

使用料 

＝１㎡当たりの時間単価×（利用面積＋（利用面積÷利用可能面積）

×共用面積）×利用時間 

平成 18 年度平均人件費 8,276,000 円  
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   Ｂ：個人利用に係る使用料（市民プール等） 

 
原価を施設利用者数で除しますが、この場合の施設利用者数は、

これまでの実績を踏まえた年間の利用者数の目標値とします。  
 

３ 施設の性質別分類と負担割合 

・非市場的なサービス 

民間では提供されにくく、主として行政が提供するサービス（施設） 
・市場的なサービス 

民間でも同様のものが提供されているサービス（施設）  
・基礎的なサービス 

日常生活のうえでほとんどの市民が必要とするサービス（施設）  
・選択的なサービス 

趣味やサークル活動など、人によって必要が異なるサービス（施設） 
A ：公共性が高く、民間での提供が難しく、必需的な公共サービス。 

B ：公共性は高いが選択性も高い、特定の市民に生活や余暇をより快

適で潤いあるものとするサービス。 

C ：民間でも提供しているサービスであるが、市民に必要とされる社

会保障的要素を含むサービス。 

D ：民間でも提供され選択性も高く、特定の市民に生活や余暇をより

快適で潤いあるものとするサービス。 

 
以上のように提供するサービスを分類し、図表３のとおり受益者負担

と税負担の割合を設定します。  
  
       図表３ 

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
受益者負担50％ 

  税負担    50％ 
 
 

 
受益者負担0％ 

  税負担  100％ 
 
 

 
受益者負担100％
税負担    0％

 
 

 
受益者負担50％ 

 税負担  50％ 
 
 
 Ｃ 

Ａ 

非市場

市場的

基

礎

的

選

択

的

Ｂ 

使用料＝（原価×負担割合）÷施設利用者数  

Ｄ 
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４ 激変緩和措置 

今回の使用料見直しにより現行の使用料を大幅に上回る場合は、利用

者にとっては急激な負担増となります。そこで、図表４のとおり使用料

改定率の上限を設定します。 

 ただし、施設間で料金が逆転する可能性もあるので、設定時には全体

的なバランスも勘案する必要があります。 

 

図表４  
現行料金 改定上限率 

２５０円以下 １００％ 

２５０円を超え５００円以下 ８０％ 

５００円を超え１，０００円以下 ５０％ 

１，０００円を超え３，０００円以下 ４０％ 

３，０００円を超え１０，０００円以下 ３０％ 

１０，０００円を超える ２０％ 

 

５ 実施及び見直しの時期について 

本方針に基づく実施時期は、平成 20 年 4 月とし、原則として 4 年に 1

度見直すこととします。 

 
６ 市民への周知について 

 使用料の見直しは、利用者である市民の理解が必要であるため、基本

的な方針や見直し後の使用料については、広報紙、ホームページ及び各

施設の窓口での周知に努めます。  
 

７ 見直しの対象について 

 今回の使用料見直しについては公の施設を対象としますが、中央公民

館・中地区公民館・社会福祉センター・老人福祉センターについては、

今年度に使用料の見直しを実施しているため対象外とします。また、本

年 12 月から開館予定の郡地区公民館についても同様の取り扱いとしま

す。  
 ただし、新基準による算定は全ての施設で実施します。  
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８ 減免基準の整理と統一化について 

 減免基準について、可能な限り統一し、利用者に分かりやすい規定に

整理するため、原則として統一した基準を設定します。ただし、基準の

統一が困難な施設については、施設ごとに定めることとします。  
【例】  

免除（100％） 

・ 市（市が設置する付属機関等を含む。）が主催するとき 

減免（50％） 

＜個人で利用する場合＞ 

・ 小学生、中学生 

・ 障害者（介助員は免除。） 

・ 高齢者（65 歳以上の者） 

 

＜団体で利用する場合＞ 

・ 市（市が設置する付属機関等を含む。）が共催するとき 

・ 障害者を活動の主体として構成された団体が利用するとき 

・ 高校生以下の者を活動の主体として構成された団体が利用する

とき 

・ 構成員の２分の１以上が高齢者である団体が利用するとき 

・ 社会福祉の増進やコミュニティ活動の振興などに寄与する目的

で設置された団体が、その目的のための活動で使用するとき 

 
９ 市外利用者及び営利目的の場合について 

 市の施設の維持管理にかかる経費は、使用料と市民が納めた税金で賄

われています。したがって、原則として市民以外が利用する場合の使用

料は、市民の 2 倍とします。  
 また、市民、市民以外を問わず、営利目的で利用する場合は、原則と

して市民の 3 倍とします。  
 ただし、現行で上記を超えて設定がされているものは、そのままとし

ます。  
 

10 無料施設の有料化について 

 無料施設については、法令等に基づくもの以外は基本的に有料としま

す。ただし、現在の管理形態（指定管理者）によっては見直しに一定の

期間を要するものもあり、時期については個別に設定します。  
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事務室

３０㎡

玄関ホール

５０㎡

廊下　２０㎡　

会議室Ａ

２０㎡

会議室Ｂ

１００㎡

ＷＣ

10㎡

会議室Ｃ

５０㎡

倉庫

２０㎡

 11 使用料の端数処理について 

 正確に使用料を算定すると円単位までとなりますが、複雑であまり好

ましくないため、100 円もしくは 50 円単位としますが、減免等もある

ため、実際の算定時に決定します。  
 
 12 その他 

 各施設において、備品等の貸出に係る使用料や電気料金等の実費徴収

金が設定されていますが、設定されていないものについては、利用状況

や他施設等を参考に設定します。  
 

【算定例】 

 施設概要 

  ・施設全体面積 300 ㎡ 

  ・原価 20,000 千円 

  ・年間利用可能時間 2,400 時間 

  ・受益者負担割合 50％ 

 
 利用可能面積は 170 ㎡（会議室Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  

共用部分面積は 80 ㎡（玄関ホール＋廊下＋トイレ）となり、使用料

算定の面積に算入しますが、事務室・倉庫は除きます。  
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 １㎡当たりの時間単価 

＝（（20,000 千円×50％）÷300 ㎡）÷2,400 時間  
  ＝13.9 円  
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施設の性質別分類と負担割合（案） 

○会議室Ｂを３時間借用した場合 

 ＝13.9 円×（100 ㎡＋（（100 ㎡÷170 ㎡）×80 ㎡））×3 時間  
＝6,132 円  

  ＝ 6,100 円  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※印は別の法令等により無料又は使用料等を算定しているため除く  
上記施設は「公の施設」から水道局、市立病院の施設を除いたもの  

【受益者負担０％】 

※市道  

※河川  

※小・中学校（21）  

※幼稚園（ 8）  
※図書館  
※史料館  
※都市公園（52）  
 児童遊園（2）  
 防災センター  
 子ども科学館  
※ごみ処理施設  
 教育の館  

【受益者負担５０％】 

伊勢町・中地区ふれあい館  
 社会福祉センター・老人福祉センター  

 こどもセンター  
 野球場 陸上競技場 弓道場 武道場  
 アーチェリー場 児童体育館  
 運動広場（4） 補助グラウンド  
 郡中学校運動場（夜間照明）  
 テニスコート・小路口テニスコート  

体育文化センター 市民会館  
 森園ファミリースポーツ広場（夜間照明） 
 中央公民館・中地区公民館・西大村地区  

公民館（会議室）  
男女共同参画推進センター・ボランティ

アセンター（会議室）  
漁港（2）  
黒木山小屋  
勤労者センター  

非市場

【受益者負担１００％】 

 市民プール・屋内プール  
 裏見の滝自然花園  

琴平展望所（パットゴルフ・草スキー）  
 野岳湖公園（キャンプ場）  
 旧楠本正隆屋敷  
 情報交流プラザ  
 高良谷牧場  

【受益者負担５０％】 

 斎場  
※心身障害者福祉センター  
※療育支援センター  
※保育所  
※市営住宅  

B A

D  C

基

礎

的

市場的

選

択

的
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収納率向上 

 

 

 

 

収納率向上のイメージ図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 各課における現状と課題について 

 収納率向上部会の各委員が所属する課の取組状況と課題について、主なも

のを整理しました。 

 

 主な取組事例 課題等 

 

 

収 

納 

課 

 

 

・ 財産調査の徹底～債権中心に差

し押さえの強化 

・ 時差出勤による夜間納税相談窓

口の開設 

・ 不動産公売及びインターネット

公売の実施 

・ 収納見込みのない債権の早期整

理（執行停止～不納欠損処分） 

・ 税 外 収 入 徴 収 支 援 （ 住 宅 使 用

料・保育料） 

・ 公債権と私債権の取り扱い 

国 
保 
け 
ん 
こ 
う 
課 

・ 短期保険証、資格証明書の交付、

保険給付を差し止め  

・ 短期保険証、資格証明書、保険給

付 差 し 止 め な ど を 実 施 す る 経 費

（郵便料等）  

収納体制 

の強化  
 

自主納付

の促進  
 

業務の 

効率化 
 

Ⅱ 市税等の収納率向上  
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長 
寿 
介 
護 
課 

・ 職員による個別訪問  
 

・ 機構改革により個別訪問が不十分 

・ 高齢者・障害者センターへの移動

に伴う、収納課との連携  

建 
築 
住 
宅 
課 

・ 未納 4 ヶ月⇒連帯保証人に通知

（請求書送付）  
・ 年金、母子手当等支給月に重点

的な納付指導  

・ 滞納繰越額の整理が問題 

・ 退去者に対する効果的な手段 

こ 

ど 

も 

政 

策 

課 

・ 保育園での面談・家庭訪問の実

施 

・ 保育料徴収嘱託員の雇用 

・ 高額滞納者等に対しては、分納

誓約書の提出 

・ 児童手当、児童扶養手当受給の

窓口払いによる徴収 

・ 保護者の納入意識の低下 

・ 収納課との連携  

水

道

局 

・ 強硬手段＝一斉停水 

・ コンビニ収納 

・ 銀行口座振替利用者に対する割

引制度 

・ 銀行口座振替の再振替の実施 

・ 過年度未納分の管理（短期消滅時

効（2 年）適用に係る実務上の問題

点）  

市

立 

病 

院 

・ 窓口の時間延長 

・ 未収金管理方法の変更（医事会

計システム等の活用） 

・ 休日・夜間の訪問徴収 

・ 徴収専門嘱託員の雇用 

・ 未収患者の診療 

・ 訪問徴収時の診療行為に対する苦

情処理 

 

農 
業 
水 
産 
課 

・ 臨戸訪問 

・ 文書催告 

・ 計画的な収納体制等の未整備 

学 
校 
保 
健 
体 
育 
課 

・ 未納問題対策会議を教育委員会

内に設置し、学校へ指導・助言

の実施 

・ 就学援助制度の利用促進  

・ 保護者の意識の低下 

・ 卒業・転出者への対応等、滞納整

理のノウハウが乏しい 

 

２ 収納体制の強化 

①  滞納者への早期接触（現年度分収納率の向上） 

滞納者への早期接触は、滞納整理における基本中の基本であると考え

ます。滞納が長期にわたると解消が困難になり、滞納者の完納に向けた
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意欲も低下してしまいます。  
初期滞納者に対しては早期接触を行い、新規滞納者を増やさないよう

にすることが重要です。仮に、市税の現年度の収納率を 0.1 ポイント向

上させると、約 1100 万円の増収となることから、現年度分の徴収率を

向上させることは、歳入確保につながります。  
 

②  職員研修  
収納率向上のためには、職員が徴収職員としてプロ意識を持って納税

指導・滞納処理を行うことが重要です。そこで、研修や研究会等へ積極

的に参加し、職員の資質向上を図ります。  
 

③ 滞納整理事務マニュアル作成 

   現在の滞納整理においては、財産調査が不十分であったり、判明した

財産があるのに強制執行をしていないなど、対応にばらつきが見受けら

れます。そこで、市として明確な姿勢で滞納処分を行うために、公債権

と私債権に分けて滞納整理事務マニュアルを作成します。  
 

④ 支払督促等の実施 

私債権については、職員配置等の問題から効果的な滞納整理に踏み込

めていない状況です。支払督促等を実施することにより滞納者に対して

心理的効果を与え、また法的に滞納額を明らかにすることにより、強制

執行手続きが可能となるため、さらに踏み込んだ対応ができるようにな

ります。  
 

⑤  行 政サービスの制 限 拡 大 

補助金をはじめとした各種の行政サービスは、税金などを財源として

行われています。  

  サービスを受けることと、税（料金等）を負担することの受益と負担

の原則をはっきりさせることにより、優良な納税者と滞納者との不公平

感を解消するとともに、市民の納税意識を高めることを目的に、行政サ

ービスの制限を行っています。  
今後は、既存の補助金についても制限の余地がないか見直しを行うと

ともに、新しい補助金を新設する際は検討していきます。  
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○大村市で行政サービスの制限を実施しているもの 

名 称 担当課 

競争入札参加資格  契約課  

市営住宅入居資格  建築住宅課  

水洗便所改造等資金助成  環境保全課・下水道課  

大村市中小企業退職共済事業補助金  商工振興課  

農林水産振興事業補助金  農業水産課  

 
○申請時に窓口で納付状況を確認しているもの 

名 称 対象税目等 担当課 

健康診査事業  国保税  国保けんこう課  

高齢者リフレッシュ事業  介護保険料・国保税  長寿介護課  

シルバーパワーアップ事業  介護保険料  長寿介護課  

  

⑥  滞 納対 策 専 門チームの設 置（増 員） 

  収納課を除く各課の徴収体制は、職員数や滞納処分のノウハウがない

などの理由から、踏み込んだ納付交渉や財産調査などの滞納整理が不十

分です。  
そこで、新たに滞納対策専門チームを設置し、収納課が蓄積してきた

財産調査、差押え、公売、納付交渉等の徴収ノウハウを活用し、総合的

な徴収体制の強化を図ります。  
 

３ 自主納付の促進 

① 口 座振 替 の推 進 

口座振替は、金融機関の預金口座から納期ごとに引き落とされるため、

収入の安定確保と収納手続きの利便性を高める効果があります。口座振

替加入率を向上させることにより、収納率の向上につながると考えられ

ます。そこで、口座振替推進キャンペーンなどを実施し、加入率の向上

に努めます。  
 
② 口座の再振替の実施 

 現在、納期日ごとに口座振替を実施していますが、口座振替件数の

約５％が振替不納者となっており、振替不納者には未納通知書及び納

付書を郵送して、改めて納付を促しています。口座振替の再振替を実



- 14 - 

24.7

47.9

8.9

42.2

83.3

63.6

95.2 96.7 94.7 95.5 95.0
89.5

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

口座振替加入率（％） 24.7 47.9 8.9 42.2 83.3 63.6 

振替率（％） 95.2 96.7 94.7 95.5 95.0 89.5 

市県民税（普徴） 固定資産税 軽自動車税 国保税 上水道 保育料

施することにより、振替未納通知に係る経費の削減と事務の効率化が

図られます。  
                           主な口座振替の状況（概数） 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ コンビニ収 納の推 進  
公金の納付方法は、口座振替を除くと市役所、出張所、指定金融機関

での納付となりますが、窓口取扱時間の制限や休日等の取扱いができな

いため、納期内納付を妨げる要因とも考えられます。そこで、２４時間

取り扱いが可能なコンビニ収納を導入することにより、収納機会の拡大

と市民の利便性の向上を図ります。  
※ 水道局は平成１８年１０月から実施し、利用者は増加傾向にあり

ます。  
 

④ 時間 外 窓 口の設 置 

時間外窓口を開設することにより、仕事の都合等で市役所の通常業務

時間内に来庁できない市民に対し、納付や相談の機会を与えます。  
・ 一つの窓口で複数の税・料金について収納できる体制（総合窓口）を

目指します。  
※ 収納課では平成１５年１１月から実施しています。（平日１９時

まで開設）  
 

⑤ 啓発・広 報活 動 の充 実 

市民の納付意識を高めるため、市広報・マスメディア等の積極的な活
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用を図ります。  
現状では市税納期前の広報車での広報や、学校を訪問しての租税教育

等を行っています。今後、市のホームページやケーブルテレビなども活

用し、市民に対し、納税の大切さや滞納することの問題について、啓発

を行っていきます。  
 
４ 業務の効率化 

① 滞納 管 理システムの改 善・新 規 導入 

現在、収納課で使用している滞納管理システムは平成６年４月に導入

されたシステムであるため、事務処理上不便な点が見受けられます。  
そこで、全庁的に活用できる債権管理システムを導入し、業務の効率

化を図り収納率向上に取り組みます。  
 

② 債権 管 理 条例の制 定 

各課においては、滞納者対策や法令に準拠した滞納処分などを実施し

ていますが、債権管理を適正に行い、必要な歳入を確保するためには、

それらの取組みを更に強化していく必要があります。  
そこで、各課が共通な認識の下に連携し債権の収納強化を図るために

は、債権管理に関する市の基本的な取組み姿勢や仕組みを、条例により

市民に提示していく必要があります。  
 
５ 今後の検討課題 

① 徴収 業 務の民間 委 託の検 討 

全国的には民間委託を実施している自治体もあり、費用対効果や法律

上の問題等を勘案しながら研究を行います。  
 

② 督促 手 数 料の見 直し 

    現在、１００円の督促手数料をいただいていますが、収納業務には、

督促状のハガキ代、郵便料、人件費などの経費がかかっています。  
そこで、優良な納付者との公平性を保つため、督促手数料の見直しを

検討します。この見直しにより、失念や怠慢による納付遅れを防止し、

口座振替の普及にも効果が期待できます。  
 

③ タイヤロック等の導 入 

滞納整理の手法の一つとして、県内でもタイヤロックの導入が県や長
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崎市などで進んでいます。他県では、「完納や誓約書の提出など一定の

効果が上がっている。」との新聞報道もあり、効果が期待できます。 

今後、先進自治体の取り組みを研究し、導入を目指します。 

 

 

６ 改善プラン実施スケジュール 

■：検討 ○：実施 

柱 取組事項 19 年度 20 年度 21 年度

①  滞納者への早期接触 

（現年度分収納率の向上） 
○   

②  職員研修 ○   

③  滞 納 整 理 事 務 マ ニ ュ ア ル 作

成 
■ ○  

④  支払督促等の実施 ■ ■ ○ 

⑤  行政サービスの制限拡大 ■ ○  

収納体制の強化 

⑥  滞 納 対 策 専 門 チ ー ム の 設 置

（増員） 
■ ■ ○ 

①  口座振替の推進 ■ ○  

②  口座の再振替の実施 ■ ■ ○ 

③  コンビニ収納の推進 ■ ■ ○ 

④  時間外窓口の設置 ■ ○  

自主納付の促進 

（利便性の向上） 

⑤  啓発・広報活動の充実 ○   

①  滞納管理システム改善・新規

導入 
■ ■ ○ 

業務の効率化 

②  債権管理条例の制定 ■ ■ ○ 
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市税の収納状況
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収納額（千円） 8,712,095 9,010,888 8,961,770 9,041,672 8,858,448 8,852,589 8,931,821 9,068,457 9,473,168 

収納率（現年度） 98.05% 97.50% 97.64% 97.72% 97.32% 97.57% 97.58% 97.64% 97.79%
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国保税の収納状況
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※データは11年度から

保育料の収納状況
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未利用地処分のイメージ図 

 

利活用による財源確保 

（売却処分又は貸付） 

 

 

 

市民サービスの低下防止 

 

１ 市有財産（土地）等の現状 

(1) 公有財産（土地） 

本庁舎 １１，４６５㎡ 

消防施設 １，２０２㎡ 

公

用

財

産 その他の施設 ８７，７８０㎡ 

学校 ４５７，０９２㎡ 

公営住宅 １８２，９９６㎡ 

保健衛生 ６２，２００㎡ 

体育文化 ６５４，０３６㎡ 

社会 １０７，１４３㎡ 

公

共

用

財

産 

その他の施設 １，１６４，０６２㎡ 

行

政

財

産 

計 ２，７２７，９７６㎡ 

宅地 ８２，１５０㎡ 

山林 ５，２５６，８００㎡ 

その他 ８９６，６４２㎡ 

普

通

財

産 計 ６，２３５，５９２㎡ 

 
（平成１９年３月３１日現在 財産に関する調書） 

 

市有財産 

（未利用地） 

Ⅲ 未利用公有地の処分  
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 市が保有する公有財産については、地方自治法第２３８条（公有財産の範

囲及び分類）において、行政財産と普通財産に分類されます。 

 行政財産は、市がその事務、事業を実施するため自ら直接使用する公用財

産（例 市役所や出張所など）と、市民が一般的に共同利用する公共用財産

（学校、公園、公営住宅など）があります。これらは各部局等において維持

管理しています。 

 普通財産は、行政財産以外の財産です。 

 

２ 市有財産（土地）等の課題 

(1) 行政財産 

 ① 施設の設置目的に沿った使用に限定されていたため、有効的・効率的

に活用することが困難です。 

  例） 市中心地部にある駐車場を有する施設など、休日、夜間の駐車場

の目的外の利活用ができない。民間事業者等に活用策（需要）があっ

ても、行政財産のため、貸付（有償）が行えない。 

  ※ 平成１９年４月に地方自治法の一部改正が施行され、施設の床や

敷地等に余裕がある場合において、民間事業者等に貸し付ける（有

償）ことが可能となりました。 

  

② 利活用について、各部局に一任し、市として一貫した方針がなかった

ため、財産の有効活用（財源確保）という意識が形成されてきませんで

した。 

 

(2) 普通財産 

 ① 行政目的を喪失した後、普通財産となったもので、新たな活用策が検

討又は決定されていない土地があります。 

例） 旧清和園跡地など 

② 道路残地などは、今後の利用計画がないまま、市民や民間事業者から

の自発的な払い下げ申請に基づく処分（売却、等価交換）だけを行って

います。 
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③ 町内会や社会福祉法人等に、長期間無償で貸し付けている土地が数多

くあります。 

④ 営利利用目的に貸し付けている土地の使用料（貸地料）の算定基準見

直しが長期間行われていません。 

  ※ 普通財産の一部については、第四次行政改革に基づき、平成１８年

度から計画的な処分（売却）を行うことになりました。 

   平成１８年度 旧市立病院跡地 ７８８，７８６千円 

 

(3) 庁内体制 

 これまで、未利用地の利活用については、全庁的な方針に加え体制など

の仕組みが整備されていないため、積極的な利活用には至っていません。 

 

３ 今後の市有財産（土地）利活用の基本的考え方 

(1) 未利用地の利活用方針の決定と公表 

 市有財産（土地）のうち、今後の利用計画が定まっていないものについ

ては、各部局で利活用方針を定めます。 

土地の所在、形状、立地条件などにより必要性がある土地については、

歳入確保対策会議で決定した利活用方針を都市経営戦略会議に諮り、最終

的に決定します。 

 また、まちづくりや周辺の環境保全に大きな影響をあたえると考えられ

る場合は、市が一定の基準を設けて、事前に市民や民間事業者からの意見

を求めたうえで（プロポーザル型提案やパブリックコメントの実施）、最

終的な方針を決定します。 

 最終方針を決定した後は、市の公式ホームページや広報紙等に掲載しま

す。 

 今後、可能な限り未利用地の発生を抑制するように取り組みます。 

 

(2) 不用財産の積極的な民間への売却 

 将来的な利用計画もなく、市有財産として保有する必要性の少ない土地
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市有財産（土地）の利活用推進イメージ 

は、積極的に民間に売却し、売払い収入やその後の固定資産税の増収を図

ります。 

 

(3) 民間への貸付による有効活用 

 行政財産は、地方自治法改正に伴う貸付範囲の拡大を受け、また、普通

財産のうち売却が困難な土地については、民間等への積極的な貸付を推進

し、使用料（貸地料）収入の増収を図ります。 
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7 月

10 月

年 度
内 又
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5 月

～ 

6 月

４ 市有財産（土地）利活用の事務処理手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

利活用対象土地の調査・選定（歳入確保対策会議） 

 ・市の事業用地で、事業の見通しがたたない財産 

 ・長期にわたり、未利用となっている財産 

 ・行政財産として用途廃止した財産 

利活用対象土地の利活用方針の検討（各部局又は用地管財課） 

 ・売却、貸付、処分保留の検討 

 ・売却する場合の売却方法（入札・随契）等の検討 

 ・貸し付ける場合の貸付方法（入札・随契）等の検討 

 ・その他必要事項の検討 

各部局等が作成した利活用方針の

最終承認 

・個別の手続きの開始 

・売買・貸地料の価格の決定（財産評価委員会） 

・一般競争入札、利活用方法提案型入札の実施 

・売払契約、貸付契約の締結 

利活用方針の 

検討着手を依頼

※  歳 入 確 保 対 策 会

議で審査し、必要があ

る も の は 都 市 経 営 戦

略会議へ協議 

利活用方針 

の 決 定 

 

 

利活用方針

の 決 定 

（都市経営

戦略会議へ

報告） 

必要に応じて、プ

ロポーザル型提

案などの実施 

「 必 要 が あ る
もの」とは 
 
ま ち づ く り の
観点などから、
歳 入 確 保 対 策
会 議 が 必 要 と
判断するもの  

通常の事務処理の流れ
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５ 庁内での役割分担イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①  歳入確保対策会議から市有財産所管課へ未利用財産の洗出しと利活

用方針計画提出依頼  
②  売却、貸付等について部局内で協議後、計画書の提出  
③  まちづくり等の観点から必要があるものは、都市経営戦略会議に提出  
④  利活用計画の決定  
⑤  最終方針の通知  
⑥  その後、売却・貸付等の事務手続きへ  

 
※ 今後、可能な限り未利用地の発生を抑制するように取組むことと

しますが、新たに発生した場合は、市有財産所管課は歳入確保対

策会議に報告し上記のように整理していきます。  
 

６ 今後のスケジュール 

 未利用地処分までの一定の流れを策定したが、実施までにはさまざまな問

題点も出てくると考えられるので、今年度は一部の物件を抽出して試行を行

い、本格実施へと移行します。 

① 平成19年度  試行（歳入確保対策会議で物件を抽出） 

         10月（所管課利活用方針検討） 

         11月（歳入確保対策会議協議） 

         11月（都市経営戦略会議協議・決定） 

         12月（売却・貸付等に向けた事務手続き開始） 

 

② 平成20年度  本格実施 

歳入確保対策会議 市有財産所管課 

①  

②  

都市経営戦略会
③  

⑤  

④  
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大村市歳入確保対策会議設置要綱 
 
（設置） 
第１条 本市の歳入確保対策について総合的かつ効率的に推進するため、大村

市歳入確保対策会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 
（所掌事務） 
第２条 対策会議は、次に掲げる事項について審議する。 
 （１）使用料等の適正化に関すること 
 （２）税等収納率の向上に関すること 
 （３）未利用公有地の処分に関すること 
（組織） 
第３条 対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。 
２ 議長は、財政部長をもって充てる。 
３ 副議長は、企画部長をもって充てる。 
４ 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 
（議長及び副議長の職務） 
第４条 議長は、会務を総理する。 
２ 議長に事故があるとき、又は議長が不在のときは、副議長がその職務を代

理する。 
（会議） 
第５条 対策会議は、必要に応じて議長が招集し、主宰する。 
２ 対策会議の議長は、第１条の目的を達成するために、必要と認めるときは、

審議事項に関係する職員を出席させることができる。 
（部会） 
第６条 対策会議に部会を置くことができる。 
２ 部会は、対策会議から諮問された事項について検討を行い、議長に報告する。 

３ 部会の委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

（庶務） 
第７条 対策会議の庶務は、財政部財政課において処理する。 
（補則） 
第８条 この要綱に定めるもののほか、対策会議の運営に関し必要な事項は、

議長が定める。 
 

附 則 
 この要綱は、平成１９年６月１日から施行する。 
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別表（第３条関係）         別表（第６条関係） 
総務法制課長 企画政策課参事補 

企画政策課長   情報政策課参事補 

財政課長 男女共同参画課参事補 

地域げんき課長 収納課参事補 

福祉政策課長 用地管財課参事補 

環境保全課長 地域げんき課参事補 

農業水産課長 市民課参事補 

商工振興課長 福祉政策課政策係長 

都市計画課長 国保けんこう課国保医療係長 

教育総務課長 長寿介護課資格保険料係長 

水道局業務課長 こども政策課児童福祉係長 

市立病院事務部次長 

 

環境保全課環境対策係長 

農業水産課水産係長 

農林整備課林務係長 
 

商工振興課商工労政係長 

道路課参事補 

河川公園課参事補 

建築住宅課参事補 

教育総務課総務係長 

学校保健体育課参事補 

コミュニティセンター所長  

文化振興課参事補 

水道局業務課料金係長 

市立病院事務部経理係長 
 


